
 

 

利用者指導について 

 

 

１．目的 

公園利用者及び近隣の住民が気持ちよく快適に利用できるよう、公園内の案内及び他の利用

者に迷惑となるような不適切な行為について指導を行う。 

 

２．公園利用者の指導事項 

① 不法占用、不法行為 

ア 許可を受けず、営利を目的とした物品の販売又は頒布等不法売店が出店した時は、注

意を行い、撤去をお願いする。 

イ 許可を受けず、営利のみを目的とした集会、展示会、興業等不法占拠を発見した時は、

注意を行い、撤去をお願いする。 

ウ 公園内で、ホームレスがテントを張って不法占拠した場合は、立ち退くようにお願い

する。 

エ 公園施設の破損又は汚損行為及び指定区域外の火の使用を発見した時は、中止の指導

をする、必要に応じ安全対策等を行う。 

オ 不法工作、不法耕作、不法投棄を発見した時は、中止の指導をする。 

② その他危険迷惑行為 

ア ゴルフの練習者や引き綱を外した犬など、他の公園利用者の危険となる行為は禁止し、

止めるよう指導をする。 

イ 落書きがあった場合で、特に差別落書きについては、その内容を速やかにサービスセ

ンターに連絡すること。又その落書きは、現地保存を必要とするので、覆い等で保護

し、文字を消さないこと。 

ウ ラジコン類（飛行機）は危険防止のため禁止されているので止めるよう指導する。 

エ 運動施設以外（芝生広場など）での球技（野球、サッカー、ラグビー等）は他の公園

利用者の危険を考慮し禁止されているので運動施設（有料・予約制）を利用するよう

指導する。 

オ その他利用者に危険や迷惑をおよぼすもの、また公園施設を破損させる恐れのある物

品等の持ち込みは禁止されているので、指導を行う。 

③ 不審人物、不審拾得物 

不審人物を発見した場合は、別添 8「危機管理について」に基づきサービスセンター

へ連絡を行うと共に、その指示に従う。不審拾得物の発見も同じ対処とする。 

④ 案内 

利用者からの問合せや質問に対しては親切丁寧にまた分かりやすく的確に答えること。

また、パンフレットおよび広報誌を提示し分かりやすく説明すること。 

⑤ バーベキュー利用者 

バーベキューの利用区域内で行うよう指導すること。また、他の利用者が気持ち良く使

えるよう、ゴミ等の持ち帰りをお願いすること。 
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⑥ 野犬対策について 

ア 野犬が出没している場合は、１日３～４回の放送による注意喚起をする。 

巡回中も、利用者に同様の注意を呼びかけること。 

イ 野犬を発見した時は、とどまって利用者に注意喚起する。 

ウ 野犬に餌をやっている人を見つけた場合は、説明をして止めてもらう。 

エ 野犬を確認した場合には、巡視日報に特徴等を記載する。 

オ 報告に基づきサービスセンターと保健所、警察で対処方法を検討する。 

カ 野犬が危険と感じたら、広域巡視及びサービスセンターで対処する。 

キ 公園利用者から苦情があった場合には、現在の状況と対処方法を説明する。 

⑦ 利用 

ア 野球場、テニスコート、サッカー・ラグビー場、陸上トラック、フットサルコート、

ゲートボール場の使用については、「淀川河川公園施設利用規約」に規定されている

利用方法に従い指導する。 

イ 一時使用及び許可使用に基づき許可した使用が、明らかに許可内容と異なる場合は、

定められた連絡体制に基づきサービスセンターへ連絡を行うと共に、その指示に従う。 

 

３．報告 

不法占用、不法行為、その他の危険迷惑行為、安全措置などで緊急時の対応をした時は速

やかに、別紙 30「淀川河川公園巡視マニュアル」の（公園点検写真報告書）、（公園利用

者指導報告書）に記載し、担当サービスセンターに連絡する。 
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